
ていることが望ましいこと。   

イ ブログラム責任者は、次に掲げる事項等研修プログラムの企画立案及び実施の管   

理並びに研修医に対する助言、指導その他の援助を行うこと。   

（ア）研修プログラムの原案を作成すること。   

（イ）定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を  

把握・評価し、研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の暗まで  

に、修了基準に不足している部分についての研修が行えるよう指導医に情報提供  

する等、すべての研修医が臨床研修の目標を達成できるよう、全研修期間を通じ  

て研修医の指導を行うとともに、研修プログラムの調整を行うこと。   

（ウ）研修医の臨床研修の休止に当たり、研修休止の理由の正当性を判定すること。   

（エ）研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、研修管理委員  

会に対して、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告すること。  

（4）指導医等   

ア 指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及   

び能力を有しているものでなければならないこと。   

（ア）「研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているもの」と  

は、原則として、7年以上の臨床経験を有する看であって、プライマリ・ケアを  

中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものをいうもので  

あること。この場合において、 臨床経験には臨床研修を行った期間を含めて差し  

支えないこと。   

（イ）指導医は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること  

が望ましいこと。   

イ 指導医は、担当する分野における研修期間中、研修医ごとに臨床研修の目標の達   

成状況を把握し、研修医に対する指導を行い、担当する分野における研修期間の終   

了後に、研修医の評価をプログラム責任者に報告すること。   

（ア）指導医は、研修医の評価に当たっては、当該研修医の指導を行い、又は研修医  

と共に業務を行った医師、看護師その他の職員と十分情報を共有し、各職員によ  

る評価を把握した上で、責任をもって評価を行わなければならないこと。   

（イ）指導医は研修医と十分意志疎通を図り、実際の状況と評価に帝離が生じないよ  

うに努めなければならないこと。  
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（ウ）研修医による指導医の評価についても、指導医の資質の向上に資すると考えら  

れることから、実施することが望ましいこと。   

ウ 臨床研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導医と同様  

の役割を担うものであること。  

7 臨床研修病院指定証及び臨床研修協力施設証の交付   

厚生労働大臣は、臨床研修病院を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院に   

対して臨床研修病院指定証を交付し、また、当該臨床研修病院が臨床研修協力施設と共   

同して臨床研修を行うときには、当該臨床研修協力施設に対して臨床研修協力施設証を   

交付するものとすること。   

なお、臨床研修病院指定証の交付を受けた臨床研修病院の開設者は、当該指定が取り   

消されたときは、臨床研修病院指定証を当該臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生   

局健康福祉部医事課あてに送付すること。  

8 臨床研修病院の変更の届出  

（1）単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の変更の届出  

ア 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に  

掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して1月以内に、臨床研修病院  

変更届出書（様式7）をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない  

こと。  

（ア）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）  

（イ）管理者の氏名  

（ウ）名称  

（ェ）診療科名  

（オ）病床の種別ごとの病床数  

（カ）研修管理委員会の構成員  

（キ）プログラム責任者  

（ク）指導医及びその担当分野  

（ケ）研修医の処遇に関する事項  

（コ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協  

力施設に係る次に掲げる事項  

① 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）  
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② 管理者の氏名  

③ 名称  

④ 研修医の処遇に関する事項  

⑤ 研修医の指導を行う者及びその担当分野  

⑥ 臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項  

（i）診療科名  

（正）病床の種別ごとの病床数   

イ 臨床研修病院変更届出書は、当該単独型臨床研修病院又は当該管理型臨床研修病  

院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。   

り 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付  

を受けた管理型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書を当該  

管理型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付す  

ること。  

（2）協力型臨床研修病院の変更の届出  

協力型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じた   

ときは、その日から起算して1月以内に、臨床研修病院変更届出書（様式7）をもっ   

て、その旨を共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労   

働大臣に届け出なければならないこと。   

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）   

イ 管理者の氏名  

り 名称   

工 診療科名   

オ 病床の種別ごとの病床数   

カ ブログラム責任者   

キ 指導医及びその担当分野   

ク 研修医の処遇に関する事項  

9 研修プログラムの変更又は新設の届出  

（1）研修プログラムの変更  

研修プログラムの変更とは、研修プログラムのうち、次に掲げる事項を変更するこ  

とをいうものであること。  
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ア 臨床研修の目標  

イ 臨床研修を行う分野  

り 臨床研修を行う分野ごとの研修期間   

工 臨床研修を行う分野ごとの臨床研修を行う病院又は施設  

（2）単独型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出   

ア 単独型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修   

プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとす   

る年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに閲し、次に掲げる書類   

を添えて、研修プログラム変更・新設届出書（様式8）を厚生労働大臣に提出しな  

ければならないこと。   

（ア）変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、  

変更前及び変更後の研修プログラム）   

（イ）研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更  

部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。）   

（ウ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研  

修協力施設となる施設に係る臨床研修協力施設概況表（様式9）及び臨床研修協  

力施設承諾書（様式5）   

イ 研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類は、当該病院の所在地を管轄する  

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。  

（3）管理型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出   

ア 管理型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修  

プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとす  

る年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類  

を添えて研修プログラム変更・新設届出書（様式8）を厚生労働大臣に提出しなけ  

ればならないこと。   

（ア）変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、  

変更前及び変更後の研修プログラム）   

（イ）研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更  

部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。）   

（ウ）臨床研修病院群を構成する病院相互間の連携体制を記載した書類  
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（ェ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研  

修協力施設となる施設に係る臨床研修協力施設概況表（様式9）及び臨床研修協  

力施設承諾書（様式5）   

イ 管理型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する研修プログラム変更・新設届  

出書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する研修プ  

ログラム変更・新設届出書とを、一括して当該管理型臨床研修病院の所在地を管轄  

する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。  

（4）協力型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出  

協力型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プ  

ログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年   

度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、研修プログラム変更・   

新設届出書（様式8）を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経  

由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。  

（5）現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、文は中  

断するまでの間、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしては  

ならないこと。  

（6）（5）にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うこと  

も認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、（2）から   

（4）までの届出を行わなければならないこと。  

10 臨床研修病院の行う臨床研修  

臨床研修病院は、臨床研修病院の指定申請の際に提出し、又は研修プログラムの変更   

若しくは新設の届出を行った研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修   

を行ってはならないこと。  

11研修医の募集の際の研修プログラム等の公表  

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研修プ   

ログラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこと。  

（1）研修プログラムの名称及び概要  

（2）研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法  

（3）研修の開始時期  

（4）研修医の処遇に関する事項  
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（5）臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨  

（6）研修プログラムの変更又は新設の届出を行った場合（当該届出を行おうとしている  

場合を含む。）には、その旨  

12 臨床研修病院の年次報告  

（1）単独型臨床研修病院の年次報告   

ア 単独型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次  

報告書（様式8）に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、こ  

れを厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設と共同  

して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表（様式9）を添付す  

ること。  

イ 年次報告書及び添付書類は、当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部  

医事課あてに送付すること。  

（2）管理型臨床研修病院の年次報告  

ア 管理型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次  

報告書（様式8）に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、こ  

れを厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設と共同  

して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表（様式9）を添付す  

ること。  

イ 管理型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する年次報告書及び添付書類と、  

共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する年次報告書とを、一括して当  

該管理型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付  

すること。  

（3）協力型臨床研修病院の年次報告  

協力型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次報  

告書（様式8）を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経由して  

厚生労働大臣に提出しなければならないこと。  

13 臨床研修病院に対する厚生労働大臣の報告の徴収及び指示  

（1）厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修病院  

の開設者又は管理者に対して報告を求めることができること。  

（2）厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修医の処遇その他の  
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臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修病院の開   

設者又は管理者に対して必要な指示をすることができること。  

（3）厚生労働大臣は、臨床研修病院群については、管理型臨床研修病院の開設者又は管   

理者に対し、協力型臨床研修病院に関する（1）の報告の徴収又は（2）の必要な指示をす  

ることができること。  

14 臨床研修病院の指定の取消し  

（1）厚生労働大臣は、臨床研修病院が次のいずれかに該当するときは、法第16条の2   

第2項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができること。  

ア 臨床研修病院の区分ごとに、 5（1）から（3）までのそれぞれの臨床研修病院の指定  

の基準に適合しなくなったとき。   

イ 5（4）イに該当するに至ったとき。  

ウ 6及び8から12までに違反したとき。   

エ その開設者又は管理者が、13（2）の指示に従わないとき。  

（2）臨床研修病院群を構成する臨床研修病院の指定の取消し  

ア 厚生労働大臣は、臨床研修病院群の臨床研修病院の構成に変化がある場合には、  

当該臨床研修病院群に係るすべての臨床研修病院の指定を同時に取り消すものとす  

ること。この場合において、関係する臨床研修病院の開設者は、15の手続に従い、  

臨床研修病院の指定の取消しの申請を行わなければならないこと。   

イ 臨床研修病院の指定を同時に取り消された病院が、再度、同様の臨床研修病院群  

を構成するものとして臨床研修病院の指定の申請を行う場合には、管理型臨床研修  

病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指定申請書（様式  

1）及び添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、協力型臨  

床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指定申請書  

（様式1）及び添付書類を管理型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設  

者を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。この場合において、  

管理型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指  

定中請書等と、協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院  

に関する指定中請書等とを、一括して当該管理型臨床研修病院の所在地を管轄する  

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付しなければならないこと。  

15 臨床研修病院の指定の取消しの申請  
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（1）単独型臨床研修病院の指定の取消しの申請   

ア 単独型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとする  

ときは、あらかじめ指定取消申請書（様式10）を厚生労働大臣に提出しなければな  

らないこと。   

イ 指定取消申請書は、当該痛院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あ  

てに送付すること。  

（2）管理型臨床研修病院の指定の取消しの申請   

ア 管理型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとする  

ときは、あらかじめ指定取消申請書（様式10）を厚生労働大臣に提出しなければな  

らないこと。   

イ 管理型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する指定取消申請書と、共同して  

臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する指定取消申請書とを、一括して当該管  

理型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する  

こと。  

（3）協力型臨床研修病院の指定の取消しの申請  

協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとすると   

きは、あらかじめ指定取消申請書（様式10）を、共同して臨床研修を行う管理型臨床   

研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。  

（4）厚生労働大臣は、（1）から（3）までの申請があった場合において、当該臨床研修病院   

の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができること。  

16 臨床研修の評価  

（1）研修期間中の評価  

研修期間中の評価は、形成的評価により行うことが重要であり、研修医ごとの研修   

内容を改善することを主な目的とすること。  

研修医及び指導医は、「臨床研修の目標」に記載された個々の項目について、研修   

医が実際にどの程度履修したか随時記録を行うものであること。  

研修の進捗状況の記録については、研修医手帳を利用するほか、インターネットを   

用いた評価システムなどの活用も考えられること。  

指導医等は、定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに研修の進捗状況を把   

握・評価し、研修医が修了基準に不足している部分を研修できるよう配慮すると共  
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に、評価結果を研修医にも知らせ、研修医及び指導スタッフ間で評価を共有し、より  

効果的な研修へとつなげるものであること。  

（2）研修期間終了時の評価  

研修期間終了時の評価は、総括的評価により行い、研修医ごとの臨床研修修了の判  

断を行うことをその目的とすること。  

研修医の研修期間の終了に際し、プログラム責任者は、研修管理委員会に対して研   

修医ごとの臨床研修の目標の達成状況を報告し、その報告に基づき、研修管理委員会  

は研修の修了認定の可否についての評価を行うこと。  

評価は、研修実施期間の評価及び臨床研修の目標の達成度の評価（経験目標等の達   

成度の評価及び臨床医としての適性の評価）に分けて行い、両者の基準が満たされた  

時に修了と認めるものであること。  

なお、最終的な認定に当たっては、相対評価ではなく、絶対評価を用いるものであ  

ること。  

17 臨床研修の中断及び再開  

（1）臨床研修の中断  

ア 基本的な考え方  

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラム  

にあらかじめ定められた研修期間の途中で臨床研修を中止することをいうものであ  

り、原則として病院を変更して研修を再開することを前提としたものであること。  

研修プログラムを提供している管理者及び研修管理委員会には、あらかじめ定め  

られた研修期間内に研修医に臨床研修を修了させる責任があり、安易に中断の扱い  

を行ってはならないこと。  

やむを得ず臨床研修の中断の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当  

該研修医及び研修指導関係者と十分話し合い、当該研修医の臨床研修に関する正確  

な情報を十分に把握するものであること。さらに、研修医が臨床研修を継続できる  

方法がないか検討し、研修医に対し必要な支援を行うものであること。  

これらを通じても、なお中断という判断に至る場合であっても、当該研修医が納  

得するよう努めなければならないこと。なお、このような場合においては、経緯や  

状況等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管轄する地  

方厚生局健康福祉部医事課に相談をすること。  
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イ 中断の基準   

中断には、「研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が   

評価、勧告した場合」と「研修医から管理者に申し出た場合」の2とおりがあるこ   

と。  

管理者が臨床研修の中断を認めるには、以下のようなやむを得ない場合に限るも   

のであり、例えば、臨床研修病院の研修医に対する不満又は研修医の臨床研修病院   

に対する単なる不満のように、改善の余地があるものは認めるものではないこと。  

（ア）当該臨床研修病院の廃院、指定の取消しその他の理由により、当該臨床研修病  

院における研修プログラムの実施が不可能な場合  

（イ）研修医が臨床医としての適性を欠き、当該臨床研修病院の指導・教育によって  

も、なお改善が不可能な場合  

（ウ）妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止し、その  

ため修了に必要な研修実施期間を満たすことができない場合であって、臨床研修  

を再開するときに、当該研修医の履修する研修プログラムの変更、廃止等により  

同様の研修プログラムに復帰することが不可能であると見込まれる場合  

（ェ）その他正当な理由がある場合  

り 中断の手順  

（ア）研修管理委員会は、臨床医としての適性を欠く場合等研修医が臨床研修を継続  

することが困難であると認める場合には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研  

修に係る当該研修医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の臨床研修を中断  

することを勧告することができること。  

（イ）管理者は、（ア）の勧告又は研修医の申出を受けて、当該研修医の臨床研修を中断  

することができること。  

エ 中断した場合  

管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、   

速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨   

床研修中断証（様式11）を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、研   

修医の求めに応じて、他の臨床研修病院を紹介する等臨床研修の再開のための支援   

を行うことを含め、適切な進路指導を行わなければならないこと。さらに、管理者   

は、速やかに、臨床研修中断報告書（様式12）及び当該中断証の写しを管轄する地  
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方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。  

（ア）氏名、医籍の登録番号及び生年月日  

（イ）中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称  

（ウ）臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行っ  

た場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称  

（エ）臨床研修を開始し、及び中断した年月日  

（オ）臨床研修を中断した理由  

（カ）臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修医の評価  

（2）臨床研修の再開  

臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修病院に、臨床研修中断証を添え  

て、臨床研修の再開を申し込むことができること。この場合において、臨床研修中断   

証の提出を受けた臨床研修病院が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容  

を考慮した臨床研修を行わなければならないこと。  

なお∴当該管理者は、研修再開の日から起算して1月以内に、臨床研修の修了基準  

を満たすための履修計画表（様式13）を、管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて  

に送付すること。  

18 臨床研修の修了   

（1）臨床研修の修了基準  

ア 研修実施期間の評価  

管理者は、研修医が研修期間（原則として2年間）の間に、以下に定める休止期  

間の上限を減じた日数以上の研修を実施しなければ修了と認めてはならないこと。  

（ア）休止の理由  

研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理  

由（研修プログラムで定められた年次休暇を含む）であること。  

（イ）必要履修期間等についての基準  

研修期間（原則として2年間）を通じた休止期間の上限は90日（研修機関（施  

設）において定める休日は含めない。）とすること。  

各研修分野に求められている必要履修期間を満たしていない場合は、休日・夜  

間の当直又は選択科目の期間の利用等により、あらかじめ定められた研修期間内  

に各研修分野の必要履修期間を満たすよう努めなければならないこと。  
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（ウ）休止期間の上限を超える場合の取扱い  

研修期間終了時に当該研修医の研修休止期間が90日を超える場合には、未修  

了とするものであること。この場合、原則として引き続き同一の研修プログラム   

で研修を行い、90日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。  

また、基本研修科目又は必修科目で必要履修期間を満たしていない場合にも未   

修了として取扱い、原則として引き続き同一の研修プログラムで当該研修医の研   

修を行い、不足する期間以上の期間の研修を行うこと。  

（ェ）プログラム責任者の役割  

プログラム責任者は、研修休止の理由の正当性を判定し、履修期間の把握を行  

わなければならないこと。研修医が修了基準を満たさなくなる恐れがある場合に  

は、事前に研修管理委員会に報告・相談するなどして対策を講じ、当該研修医が  

あらかじめ定められた研修期間内に研修を修了できるように努めなければならな  

いこと。  

イ 臨床研修の目標（臨床医としての適性を除く。）の達成度の評価  

管理者は、研修医があらかじめ定められた研修期間を通じ、各目標について達成   

したか否かの評価を行い、少なくともすべての必修項目について目標を達成しなけ   

れば、修了と認めてはならないこと。  

個々の目標については、研修医が医療の安全を確保し、かつ、患者に不安を与え   

ずに行うことができる場合に当該項目を達成したと考えるものであること。  

り 臨床医としての適性の評価  

管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めてはならな   

いこと。  

臨床医としての適性の評価は非常に困難であり、十分慎重に検討を行う必要があ   

ること。なお、原則として、当該研修医が最初に臨床研修を行？た臨床研修病院に   

おいては、その程度が著しい場合を除き臨床医としての適性の判断を行うべきでは   

なく、少なくとも複数の臨床研修病院における臨床研修を経た後に評価を行うこと   

が望ましいこと。   

（ア）安心、安全な医療の提供ができない場合  

医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者との意志疎通に欠け不安感を与える場合  

等には、まず、指導医が中心となって、当該研修医が患者に被害を及ぼさないよ  
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う十分注意しながら、指導・教育するものであること。十分な指導にもかかわら  

ず、改善がみられず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了や中断の  

判断もやむを得ないこと。  

一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題に  

関しては、まず当該臨床研修病院において、十分指導・教育を行うこと。原則と  

して、あらかじめ定められた研修期間を通じて指導・教育し、それでもなお医療  

の適切な遂行に支障を来す場合には、未修了や中断の判断もやむを得ないこと。  

また、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれ、  

又は患者に不安感を与える等の場合にも、未修了や中断の判断もやむを得ないこ  

と。なお、傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院では研修不可  

能であるが、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院では研修  

可能な場合には、管理者は、当該研修医が中断をして病院を移ることを可能とす  

ること。   

（イ）法令・規則が遵守できない者  

医道審議会の処分対象となる者の場合には、法第7条の2第1項の規定に基づ  

く再教育研修を行うことになること。再教育にも関わらず改善せず、患者に被害  

を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないものとするこ  

と。  

（2）臨床研修の修了認定   

ア 研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修   

医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならないこと。  

この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開し   

た研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の評価を考慮す   

るものとすること。   

イ 管理者は、アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速   

やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床   

研修修了証（様式14）を交付しなければならないこと。  

（ア）氏名、医籍の登録番号及び生年月日  

（イ）修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称  

（ウ）臨床研修を開始し、及び修了した年月日  
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（ェ）臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行った  

場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称  

（3）臨床研修の未修了   

ア 基本的な考え方  

臨床研修の未修了とは、研修医の研修期間の終了に際する評価において、研修医が   

臨床研修の修了基準を満たしていない等の理由により、管理者が当該研修医の臨床研   

修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として、引き続き同一の研修プ  

ログラムで研修を行うことを前提としたものであること。  

研修プログラムを提供している管理者及び研修管理委員会には、あらかじめ定めら   

れた研修期間内に研修医に臨床研修を修了させる責任があり、安易に未修了の扱いを   

行ってはならないこと。  

やむを得ず未修了の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医及   

び研修指導関係者と十分話し合い、当該研修医の研修に関する正確な情報を十分に把   

握するものであること。  

これらを通じて、最終的に未修了という判断に至る場合であっても、当該研修医が   

納得するよう努めなければならないこと。なお、このような場合においては、経緯や   

状況等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管轄する地方   

厚生局健康福祉部医事課に相談をすること。   

イ 未修了の手順  

管理者は、（2）アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるとき  

は、速やかに、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書（様式15）で通知  

しなければならないこと。   

ウ 未修了とした場合  

当該研修医は原則として引き続き同一の研修プログラムで研修を継続することとな  

るが、その場合には、研修プログラムの定員を超えてしまう事もあり得ることから、   

指導医1人当たりの研修医数や研修医1人当たりの症例数等について、研修プログラ  

ムに支障を来さないよう、十分に配慮しなければならないこと。  

なお、未修了とした場合には、管理者は、研修を継続させる前に、当該研修医が  

臨床研修の修了基準を満たすための履修計画表（様式16）を管轄する地方厚生局健  

康福祉部医事課あてに送付すること。  
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19 臨床研修病院の記録の保存  

（1）管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次の事項を記載し、当該   

研修医が臨床研修を修了し、又は中断した日から5年間保存しなければならないこと。  

ア 氏名、医籍の登録番号及び生年月日  

イ 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称  

ウ 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日  

工 臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行った  

場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称   

オ 修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修医の評価  

力 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由  

（2）（1）に定める保存は、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっ  

ては認識することができない方法をいう。）による記録に係る記録媒体により行うこ  

とができること。  

20 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例   

大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修病院又は協力型臨床   

研修病院の指定を受けようとする者に対する5（2）又は（3）の臨床研修病院の指定の基準   

の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院の指定   

を受けようとする者とみなすこと。  

21国の開設する臨床研修病院の特例   

国の開設する臨床研修病院の特例については、臨床研修省令の定めによること。  

22 施行期日等  

（1）臨床研修省令は、公布の日から施行すること。  

（2）臨床研修省令は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に改正法第4   

条の規定による改正前の法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院が、   

改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当   

該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を   

受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用されないこと。すなわち、次に掲   

げる臨床研修を行う場合には、臨床研修省令は適用されないこと。  

ア 平成16年4月1日前に開始される臨床研修  

イ 平成16年4月1日以後に開始される臨床研修であって、同日前に法第16条の  
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2第1項の指定を受けている病院が、同日前に医師免許を受けている者及び同日前  

に医師免許の申請を行った者であって同日以後に医師免許を受けたものに対して  

行うもの  

（3）（2）ア及びイの臨床研修を行う場合における臨床研修病院の指定の申請手続、指定の  

基準等については、「臨床研修を行う病院の指定に係る申請手続について」（平成6  

年7月15日付け健改発第551号）及び「臨床研修病院の指定基準等について」（平  

硬5年3月25日付け健改発第197号）によるものであること。   

（4）平成16年4月1日以後に開始される臨床研修であって、（2）イ以外のものを行う場  

合には、臨床研修省令が適用されること。この場合においては、臨床研修病院の指定  

を受けようとする病院の開設者は、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修病院の指定  

の申請を行わなければならず、また、同日前に法第16条の2第1項の指定を受けて  

いる病院についても、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修を行わなければならない  

ものであること。   

（5）平成16年4月1日前に法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院  

については、改正法附則第9条（指定病院に係る経過措置）の規定により、改正法に  

よる改正後の法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院とみなされる  

ものであること。具体的には、同日前に、単独で臨床研修病院の指定を受けている病  

院については臨床研修省令に基づく単独型臨床研修病院と、主病院の指定を受けてい  

る病院については臨床研修省令に基づく管理型臨床研修病院と、従病院の指定を受け  

ている病院については臨床研修省令に基づく協力型臨床研修病院とみなされるもので  

あること。   

第3 当面の取扱い  

1 趣旨  

新たな医師臨床研修制度の実施に向けての体制整備に伴い、医療機関において医師の  

確保が困難となる可能性や、あるいは、都市部において研修を受ける研修医数が増加し、  

地方に定着する医師数の減少を惹起する可能性など地域医療に与える影響を懸念する指  

摘があることから、当分の間は、臨床研修病院の指定基準について以下の取扱いとする  

ものであること。   

2 受け入れる研修医の数について  

受け入れる研修医の数については、第2の5（1）ス（ア）にかかわらず、おおむね、病床  
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数を8で除した数を超えない範囲とすること。この場合において、研修医の数とは、当   

該病院において受け入れているすべての研修医の数をいい、1年次及び2年次の研修医  

の数を合計したものであること。   

3 医師数について  

改正省令により、第2の5（1）イ、（2）イ及び（3）イは適用しないものとしたこと。   

4 指導医について  

指導医の臨床経験については、第2の6（4）アにかかわらず、5年以上とすること。   

5 今後の取扱い  

2から4までの取扱いについては、臨床研修の実施状況を把握の上、再検討を行うも  

のであること。  

第4 検討規定  

厚生労働大臣は、臨床研修省令の施行後5年以内に、臨床研修省令の規定について所要   

の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。  
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